
10

11職業実践専門課程を通じた

専修学校の質保証・向上の推進

文部科学省総合 教育政策局 生涯学習推進課
専修学校教育振興室 室長補佐 船木 茂人

2023年2月7日（火） QAPHE公開シンポジウム
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● 専修学校の概要等
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目 的
職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図る。

（学校教育法第１２４条）

要 件 修業年限１年以上、年間授業時数８００時間以上、常時４０人以上の在学生 等

課 程
高等課程（高等専修学校）
入学資格：中学校卒以上

専門課程（専門学校）
入学資格：高校・高等専修学校

（３年制）卒以上

一般課程
入学資格：限定なし

（学歴不問）

○ 目的、課程及び主な要件

１３８校

６６２，１３５人※ ３，０８３校総 計

２１，０２９人一 般 課 程

６０７，０２９人２，７５４校専 門 課 程

３４，０７７人３９７校高 等 課 程

生 徒 数学 校 数区 分

※学校数の総計は、それぞれの課程の重複を除く。

○ 専修学校の現状

出典：令和3年度学校基本統計 （令和3年5月1日現在）

○ 他の高等教育機関との比較

４．０％５４．９％２４．０％進 学 率

短 期
大 学

大 学
専修学校
専門課程

区 分

※進学率はそれぞれ１８歳人口に占める入学者の割合。

※大学、短期大学への進学率はそれぞれ学部、本科への進学率。

専修学校は、社会の変化に即応した実践的な職業教育により、高い就職率を誇る教育機関として重要な役
割を果たしている。

専修学校制度の概要
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4

専修学校の分野

８つの分野に渡り、専門的な知識、技術、国家資格を含む多様な資格が取得可能
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21世紀出生児縦断調査（平成13年出生児）結果（第19回・令和3年8月公表）

目的 2001 年（平成13 年）出生児の出生時から学校教育、就業に至るまでを継続的に観察し、縦断データを整備することにより、教育に関する
国の諸施策を検討・立案するための基礎資料を得る。

対象 ・全国の平成13年に出生した子供のうち、①1月10日～17日の間に出生した子（１月生）及び②７月10日～17日の間に出生した子（７月生）
・今回は第19 回目の調査であり、対象者の年齢は19 歳。
・回答者数は25,504名

時期 令和２年２月28 日～４月12 日（１月生） 回答者数：12,702 名
令和２年７月14 日～９月22 日（７月生） 回答者数：12,802 名

調査項目 現在の状況、家族の状況、将来（進路等） 等

調査概要

大学

51%

短期大学

4%

高等専門学校

1%

専修学校・各種学校

14%

その他・不詳

2%

就職者

14%

その他

9%

不詳

5%

大学

短期大学

高等専門学校

専修学校・各種学校

その他・不詳

就職者

その他

不詳

調査結果概要

調査対象者の属性

➡ 調査対象者の14%は専修学校・各種学校の生徒である。

 　実数

（単位：人）

 　割合

（単位：％）

25,504 100

18,548 72.7

大学 13,061 51.2

短期大学 1,025 4.0

高等専門学校 379 1.5

専修学校・各種学校 3,546 13.9

その他・不詳 537 2.1

3,553 13.9

2,240 8.8

1,163 4.6

在学者

対象者数(総数)

その他

不詳

就職者

対象者数

状況
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学校生活の満足度

21世紀出生児縦断調査（平成13年出生児）結果（第19回・令和3年8月公表）

調査結果概要

➡ 専修学校・各種学校の在学者は、全ての学校生活の満足度に係る項目について、「とてもそう思う」の割合が他の学校種と比較して最も高い。

25.0

35.1

38.5

38.7

50.1

51.8

51.5

51.4

15.1

8.5

7.7

7.6

8.8
3.9

2.1

1.9

1.1

0.7

0.3

0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大学(n=13061)

短期大学(n=1025)

高等専門学校(n=379)

専修学校・各種学校(n=3546)

学校の友人関係はうまくいっている

とてもそう思う まあそう思う あまりそう思わない まったくそう思わない 無回答等

19.8

32.3

29.8

43.0

58.5

55.6

54.9

48.3

17.7

9.8

13.2

6.6

3.2

2.0

1.3

1.0

0.8

0.3

0.8

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大学(n=13061)

短期大学(n=1025)

高等専門学校(n=379)

専修学校・各種学校(n=3546)

ためになると思える授業がたくさんある

とてもそう思う まあそう思う あまりそう思わない まったくそう思わない 無回答等

31.6

44.9

43.8

57.2

53.3

46.0

44.6

37.9

12.1

6.4

9.5

3.6

2.2

1.7

0.5

0.5

0.8

1.0

1.6

0.8
0% 20% 40% 60% 80% 100%

大学(n=13061)

短期大学(n=1025)

高等専門学校(n=379)

専修学校・各種学校(n=3546)

学校の勉強は将来役に立つと思う

とてもそう思う まあそう思う あまりそう思わない まったくそう思わない 無回答等

11.1

23.4

23.7

27.5

61.2

62.0

62.8

61.4

19.5

10.9

11.6

9.3

7.1

2.9

1.1

1.3

1.0

0.7

0.8

0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大学(n=13061)

短期大学(n=1025)

高等専門学校(n=379)

専修学校・各種学校(n=3546)

教師との関係はうまくいっている

とてもそう思う まあそう思う あまりそう思わない まったくそう思わない 無回答等

15.3

22.9

20.3

30.2

51.3

49.3

45.9

48.9

28.0

23.9

29.0

17.8

4.4

3.3

4.5

2.5

1.0

0.6

0.3

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大学(n=13061)

短期大学(n=1025)

高等専門学校(n=379)

専修学校・各種学校(n=3546)

楽しいと思える授業がたくさんある

とてもそう思う まあそう思う あまりそう思わない まったくそう思わない 無回答等

10.9

17.0

13.5

20.8

64.9

62.9

58.3

63.1

20.1

17.0

25.1

13.7

3.0

2.0

2.6

1.7

1.0

1.1

0.5

0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大学(n=13061)

短期大学(n=1025)

高等専門学校(n=379)

専修学校・各種学校(n=3546)

授業の内容をよく理解できている

とてもそう思う まあそう思う あまりそう思わない まったくそう思わない 無回答等
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専門学校・大学卒業者における地元就職の状況

59%

35%

45%

37%

22%

40%

47%

39%

50%

30%

22%

30%

40%

25%

68%

84%

69%

55%

49%

84%

72%

68%

59%

77%

85%

72%

79%
76%

72%

82%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

北海道 青森県 岩手県 宮城県 山形県 福島県 新潟県 石川県 福井県 山梨県 鳥取県 山口県 香川県 高知県 沖縄県

県内の【大学】を卒業し、就職した者のうち県内企業へ就職（内定）した者の割合

県内の【専門学校】を卒業し、就職した者のうち県内企業へ就職（内定）した者の割合

令和4年3月卒業者の状況
文部科学省専修学校教育振興室調べ（各県の労働局発表の就職内定状況調査より作成）
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● 職業実践専門課程
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学校
⚫ 企業等と連携して教育課程の編成や実習等を行うことで、業界ニーズの

把握や、養成する人材像を明確化でき、より実践的な職業教育を行うこ
とができる。

⚫ 学校関係者による学校評価により、教育活動や学校運営の改善点が明確
になる。

⚫ 「職業実践専門課程」という枠組みを通じ、教員や高校生、保護者等に
対して、学校の強みを積極的にアピールできる。

企業
• 派遣社員のスキルアップやモチベーション向上。
• 生徒の感性や発想を商品開発や現場の改善に活かせる。

生徒
• 企業等のニーズを反映したカリキュラムを学べる。
• 実習等により現場の生の声を聞き、具体的に働くイメージが持てる。
• 教育訓練給付金を受けることができる。（社会人）

連携・協力

・教育課程の編成
・実習・演習等
・教職員研修
・学校評価

企業等 学校

職業実践専門課程とは

認定数 1,083校 3,154学科（令和4年3月時点）

9

専門学校のうち、企業等と密接に連携して、最新の実務の知識・技術・技能を育成する実践的かつ専門的な職業教育に取り組む学科を
「職業実践専門課程」として文部科学大臣が認定する制度

認定要件

⚫ 専門士※又は高度専門士※※の認定課程

⚫ 企業等と連携体制を確保して、授業科目等の教育課程を編成

⚫ 企業等と連携して、演習・実習等を実施

⚫ 企業等と連携して、教員に対し、実務に関する研修を組織的に実施

⚫ 企業等と連携して学校関係者評価と情報公開を実施

※専門士の認定要件：①修業年限が２年以上、②総授業時数が1,700単位時間（62単位）以上、
③試験等により成績評価を行い，その評価に基づいて課程修了を認定

※※高度専門士の認定要件：①修業年限が4年以上、②総授業時数が3,400 単位時間（124 単
位）以上、③体系的に教育課程を編成、④試験等により成績評価を行い，その評価に基づいて課程修
了を認定

実習の状況

認定を受けるメリット

企業等と連携のある実習等

26.4% (632時間)

その他（企業等連携のない実習、講義等）

73.6% (1,762時間)

※ 全分野における必修時間数の平均値より算出

出典：平成29年度「職業実践専門課程」の実態等に関する調査研究
（三菱総合研究所）

職業実践専門課程について
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10

認定学科総数（学科）

認定学校総数（校）

認定学科数

（学科）

認定
学校数
（校）

二年制以上の

全7,133学科のうち

44.2％を認定

全2,754校のうち

39.3％を認定

職業実践専門課程における認定校数・認定学科数の推移
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職業実践専門課程 学生からの回答①

11

図表 企業等と連携した実践的な教育経験(認定有無別)

78.3

57.8

58.5

33.4

53.1

34.5

21.7

42.2

41.5

66.6

46.9

65.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

認定課程[N=2640]

非認定課程[N=467]

認定課程[N=2640]

非認定課程[N=467]

認定課程[N=2640]

非認定課程[N=467]

経験した まだ経験していない

企業や病院等か

ら派遣された講師

による学内での

実習・演習

企業や病院等にお

いて行われる専門

現場実習

企業や病院等にお

いて行われる職場

体験型インターン

シップ

※文部科学省平成28年度委託事業「『職業実践専門課程』の実態等に関する調査研究」より

認定学科の学生の方が、企業等と連携した実践的な教育を経験。
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職業実践専門課程 学生からの回答②

12

※文部科学省平成28年度委託事業「『職業実践専門課程』の実態等に関する調査研究」より

図表 能力を身につける機会（認定有無別）

68.1

59.1

58.4

48.0

58.5

46.5

50.6

39.0

54.8

44.3

48.6

38.8

46.6

34.0

28.3

35.8

36.6

45.2

34.3

40.3

39.4

46.7

37.9

44.3

40.3

44.3

42.5

49.7

3.0

3.9

4.5

4.9

6.1

10.1

8.8

11.1

6.5

9.4

9.9

15.2

9.5

13.7

0.6

1.3

0.5

1.9

1.1

3.2

1.2

3.2

0.8

1.9

1.3

1.7

1.3

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

認定課程[N=2640]

非認定課程[N=467]

認定課程[N=2640]

非認定課程[N=467]

認定課程[N=2640]

非認定課程[N=467]

認定課程[N=2640]

非認定課程[N=467]

認定課程[N=2640]

非認定課程[N=467]

認定課程[N=2640]

非認定課程[N=467]

認定課程[N=2640]

非認定課程[N=467]

十分にある ややある あまりない ほとんどない

専攻分野に直接関わる

専門知識

専攻分野の関連領域

の知識

専攻分野の技能

報告、連絡、相談など仕

事で求められるコミュニ

ケーションができること

人との関係を大切に

し、協調・協働して行動

できること

困難に直面してもあきら

めずにやりぬけること

様々な情報を活用しなが

ら、自分の将来にわたって

の働き方を考えられること

認定学科の学生の方が、さまざまな能力の習得機会が多い。
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職業実践専門課程 学生からの回答③

13

※文部科学省平成28年度委託事業「『職業実践専門課程』の実態等に関する調査研究」より

図表 入学以降の教育効果（認定有無別）

63.4

54.6

55.3

46.7

56.8

46.7

43.6

35.5

47.1

39.6

48.3

33.4

41.0

31.7

33.7

39.4

40.6

46.3

37.7

42.6

46.3

50.7

44.7

49.0

41.9

52.5

48.1

52.9

2.5

5.4

3.8

6.2

4.8

9.2

9.1

12.0

7.3

9.4

8.6

12.4

9.6

13.5

0.5

0.6

0.3

0.9

0.8

1.5

1.0

1.7

0.8

1.9

1.2

1.7

1.3

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

認定課程[N=2640]

非認定課程[N=467]

認定課程[N=2640]

非認定課程[N=467]

認定課程[N=2640]

非認定課程[N=467]

認定課程[N=2640]

非認定課程[N=467]

認定課程[N=2640]

非認定課程[N=467]

認定課程[N=2640]

非認定課程[N=467]

認定課程[N=2640]

非認定課程[N=467]

とても伸びた やや伸びた あまり伸びていない ほとんど伸びていない

専攻分野に直接関わる

専門知識

専攻分野の関連領域

の知識

専攻分野の技能

報告、連絡、相談など仕

事で求められるコミュニ

ケーションができること

人との関係を大切に

し、協調・協働して行動

できること

困難に直面してもあきら

めずにやりぬけること

様々な情報を活用しなが

ら、自分の将来にわたって

の働き方を考えられること

認定学科の学生の方が、実際の能力習得実感が高い。
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● 専修学校の質の保証・向上の推進

14



10

11

今後の専門学校における職業実践専門課程制度の充実に向けて（とりまとめ）（概要）

職業実践専門課程は、専門学校のうち、企業等と密接に連携して実践的な職業教育に取り組む学科を文部科学大臣が認定する制度
として平成25年度に創設され、教育内容に対する学生・生徒の満足度向上、知識や技術に対する教職員の理解や指導力の向上、職業
教育の可視化等に寄与。一方で、一層の認知度向上や個々の取組の充実を図りながら、更なる普及を図っていくことが課題。

個別企業の人材ニーズのみならず、業界全体
や地域において必要とされる人材像の明確化
が重要

①教育課程編成委員会
知見のある企業等委員の参画、企業等委
員の意見が適切に教育課程に反映されるこ
とが必要
②実習・演習等
企業等との連携の在り方について具体的な
要件の明確化、企業等と連携した学修成果
の評価が重要
③教職員研修等
実務に関する知識・技能の修得・向上、指
導力向上など事務職員を含む組織的な研
修体制の構築、実務家教員の配置の在り
方の検討が必要

① 学修成果の可視化
企業等で必要とされている人材育成成果の
客観的な明示、学修ポートフォリオの活用、
卒業生の修得能力の把握等が重要。
② 学校評価
評価の結果を踏まえた教育活動と学校運
営の改善が重要。更なる充実のため、職業
教育における第三者評価の仕組みも参考に
した検討が必要
③ 情報公開
教育の質保証・向上や関係業界との連携
促進等に資するため、優良事例を活用しつ
つ更なる情報公開を図る

組織的な教職員体制の構築、研修の充実とともに
各教員の授業改善とフィードバックを継続的に行う
こと等を通じてPDCAサイクルを回し、職業教育の
マネジメントを効果的に発揮する必要

・ 実施要項の見直し又はガイドライン等の作成に
よる職業実践専門課程の認定要件明確化
・ 職業実践専門課程のフォローアップ手法の見直
しを通じた更なる質の向上
・ 職業実践専門課程認定校における更なる高度
化等の取組支援
・ 高専連携の取組等を通じた都道府県や企業の
理解促進
・ 都道府県関係部局における更なる連携促進

・ 中期計画の策定を通じた経営基盤の強化
・ 遠隔授業を効果的に実施するための在り方の検討
・ 専修学校におけるリカレント教育の充実 等

（１）学修目標の具体化

（２）教育課程の編成・実施

（３）学修成果の可視化、学校評価
及び情報公開

１．職業実践専門課程制度の経緯等

（５）PDCAサイクルを支える基盤

（６）職業実践専門課程充実に向けた
具体的方策

２．職業実践専門課程の充実方策

３．更なる検討が必要な事項

職業実践専門課程の認定要件として専門士
の認定を受けていることを求めることを検討

（４）専門士との連携

15
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職業実践専門課程認定校への都道府県補助について

・１９都府県で職業実践専門課程認定校への補助を実施。(※令和3年度。実施府県は下図のとおり。)

・職業実践専門課程が制度化（平成２６年度）された翌年度以降、毎年度、同課程認定校に対する独自の補助制度を有する自治

体が増加。

・職業実践専門課程認定校に係る追加的な経費への都道府県補助について、令和４年度から特別交付税措置。

参考：職業実践専門課程の認定状況
（令和４年３月２５日時点）

・学校数：１，０８３校 (３９．３％)
・学科数：３，１５４学科(４４．２％)

※合計欄の（ ）内の数字は全専門学校
数（2,754校）、修業年限２年以上の全学
科数（7,133学科）に占める割合。

職業実践専門課程認定校への都道府県補助について

職業実践専門課程について

専門学校のうち、特に企業等との連携体制を構築し、実務の最新知識・技術・技能を身につけられるよう、
より実践的な職業教育に取り組んでいる学科について、平成２６年度より文部科学大臣が「職業実践専門課程」として認定。

（山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、
富山県、長野県、岐阜県、愛知県、兵庫県、奈良県、鳥取県、島根県、
岡山県、広島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、沖縄県）

職業実践専門課程認定校への
補助を行っている都道府県数

（令和４年６月時点）

令和３年度：19都府県

令和４年度：24都県 図：職業実践専門課程認定校への補助を行っている自治体（令和4年6月時点）

16
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出典：私立高等学校等の実態調査

区分
実施率・公表率

概要平成25年
5月1日現在

→ 令和3年
5月1日現在

情報公開
実施 19.7% → 87.6%

学校の教育活動その他の学校運営の
状況に関する情報の積極提供

学校評価 自己評価
実施 66.7% → 91.5%

各学校において自らの学校の状況につ
いて行う評価

公表 22.2% → 83.1%

学校関係者
評価 実施 24.9% → 75.7%

学校関係者による評価
（自己評価の結果を用いて行う）

公表 8.1% → 71.3%

第三者評価
実施 4.8% → 8.2%

学校から独立した第三者が、専門的・
客観的視点から行う評価

公表 2.0% → 7.0%

全ての専修学校は、
学校教育法上、
情報公開と自己
評価が求められる。

職業実践専門課
程においては、学
校関係者評価が
認定要件とされて
いる（学校教育法
施行規則上は努
力義務）。

専修学校における学校評価・情報公開の状況



10

11

18

職業実践専門課程の公表様式（別紙様式４）
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職業実践専門課程ポートレート
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● 国際通用性
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➢ １９８３年：ユネスコの下，バンコク（タイ）において前身の規約を採択。

➢ ２０１１年１１月：ユネスコの下，東京において開催された国際会議において，

本規約を採択。

背 景

主な内容

◆ 締約国は，資格の評定・承認の手続及び基準が公正かつ差別的で

ないものであることを確保する。（第３章）

◆ 締約国は，資格の内容に実質的な相違がない限り，下記①～③に

ついて，他の締約国が付与した高等教育の資格（含：オンライン学

習等による資格）を承認又は評定する。

①高等教育課程を受講するための要件（入学資格等）（第４章）

②部分的な修学（単位等）（第５章）

③高等教育の資格（学位等）（第６章）

◆ 各国は国内情報センターを設立し，情報を交換する。（第８章）

資格の相互承認の仕組み

Ａ国

国内情報センター

Ｂ国

国内情報センター

国内情報センター

情報共有
質の保証

課程の受講（入学資格等）
部分的修学の承認（単位等）
資格の承認（学位等）

実質的な相違がない限り，相互に承認（又は評定）

資格の承認がもたらし得るもの
・更なる高等教育を受ける機会
・学術上の称号の使用
・雇用の機会

➢ 締約国間で高等教育の資格の相互承認等を行うことにより，学生及び学者の

移動を容易にし，アジア太平洋地域における高等教育の質を改善する。

目 的

平成２９年１２月６日締結
平成３０年 ２月１日発効

高等教育の資格の承認に関するアジア太平洋地域規約 （通称：東京規約）

【参考】和文テキスト（訳文）：http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shitu/1399120.htm ※文部科学省HP

原文：http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=48975&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html ※ユネスコHP

高等教育の資格の承認に関するガイドライン：http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shitu/1404607.htm ※文部科学省HP 21

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg1p7y7pnXAhVLf7wKHT09Cw4QjRwIBw&url=https://pictogram-illustration.com/01-school/061-study-lesson.html&psig=AOvVaw0yEymoRVYrKGEZ7-h53ewY&ust=1509505110229406
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq95ST85nXAhUIvrwKHYnUCjYQjRwIBw&url=https://illustimage.com/?gp%3D%E3%83%94%E3%82%AF%E3%83%88%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0&psig=AOvVaw3QIYxFmRsakPxZ3A7e11YG&ust=1509506244262123
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit4JnY6ZnXAhWEyLwKHXk6BroQjRwIBw&url=http://www.civillink.net/sozai/kakudai/sozai2648.html&psig=AOvVaw2wMvFxIJ-qnIXjC4faSNfS&ust=1509503713823737
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shitu/1399120.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shitu/1404607.htm
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高等教育資格承認情報センター（NIC-Japan）

出典：2021年2月22日 東京規約とNIC、資格枠組みの国際的動向
令和2年度文部科学省委託事業職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保証・向上の推進成果報告会・セミナー
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● 留学生等

24
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詳細は、高等教育を軸としたグローバル政策の方向性～コロナ禍で激減した学生交流の回復に向けて～
https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/kagaku/2022/mext_00002.html

25
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主な論点案

○ コロナ後のグローバル社会を見据えた人への投資にあたり、以下のような論点を検討していくべきで
はないか。

①コロナ後の新たな留学生受入れ・派遣計画
・新たな外国人留学生受入れと日本人学生等の海外派遣の在り方
－ 大学等における外国人留学生の受入れの質向上や日本人学生等の海外派遣を含めた新たなKPIの設定
－ 留学の概念の再構築（オンライン教育の進展を踏まえた在り方）
－ 社会のニーズや国際動向等を踏まえた受入れ地域や分野の重点化

・大学等における外国人留学生受入れの質向上や高校段階からの受入れ推進
・官民協働やオンラインなど多様な形での日本人学生の海外大学での学びの推進

②卒業後の留学生等の活躍に向けた環境整備
・外国人留学生等の高度専門人材としての定着率向上
－ 高度外国人材の在留資格制度について世界に伍する水準への改革
－ 企業等の採用・処遇の改善

・海外派遣後の日本人学生の就職円滑化に向けた環境整備

③教育の国際化の促進
・国内大学等の国際化の在り方
－ ダブルディグリー・ジョイントディグリー取得促進など海外大学との連携推進
－ 外国人教員や外国語による授業の増加、外国人教員・学生の住環境の整備

・外国人材の活躍に向けた教育環境整備（インターナショナルスクールや日本語教育機関等の在り方）

・国内大学の海外分校や高専をはじめとする日本型教育の輸出

教育未来創造会議
第４回（令和4年9月29日）
資料２より抜粋

29
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学校種別・外国人留学生数推移

※「出入国管理及び難民認定法」の改正（平成21年7月15日公布）により、平成22年7月1日付けで在留資格「留学」「就学」が一本化されたことから、平成23年5月以降は日本語教育機関に在籍する
留学生も含めて計上している。

（出典）独立行政法人日本学生支援機構「外国人留学生在籍状況調査」
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112.8%11.6%

専門学校における留学生割合 大学（学部）における留学生割合

（N=607,029） （N=2,625,688）

出典：日本学生支援機構 「2022（令和3）年度外国人留学生在籍状況調査結果」
文部科学省 「令和3年度学校基本調査」

31

専門学校における留学生の割合
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出典：日本学生支援機構 「外国人留学生在籍状況調査結果」

漢字圏及び非漢字圏における留学生数推移（専修学校専門課程）

国別留学生割合（専修学校専門課程）

32

専修学校専門課程における漢字圏及び非漢字圏の留学生数推移等
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